
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児安全法 

９：３０～１２：３０ 

こどもの健康と事故防止 

１３：１５〜１４：１５ 

令和８年２月２６日（木） 令和８年２月２７日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

肌をさする朝夕の心地よい風が、秋の気配を感じさせる今日この頃ですが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。この夏の厳しい暑さの中でも、協力会員の皆

様には体調や安全に気を配りながら援助を支えていただき、心から感謝申し上

げます。これからも皆様の温かいお気持ちにお応えできるよう、また利用会員

の皆様に安心してご利用いただけるよう努めてまいりますので、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 

 

『幼児安全法』及び『こどもの健康と事故防止』

の講習は、５年に１回を目途に再受講が必要で

す。前回の受講から５年を経過されている方は、

再受講をお願いします。再受講することで再確認

でき安心にもつながります。受講履歴がご不明な

方は、センターへお問い合わせください。 

 

 協力会員・両方会員を対象に、日頃の援助活動

の様子について「気になっていること」「聞いてみ

たいこと」がありましたら、是非この機会にお話し

てみませんか。前回は皆様のご趣味を伺い、素敵

な一面を知ることができました。また、日々の細

やかなご配慮についてもお話いただき、とても温

かい時間となりました。 

お申込みを心よりお待ちしております。 

   日時：１１月１３日（木） ９：３０～１１：３０ 

   場所：新座市役所 

援助利用の際には事前にセンターへの連絡が必要です。万が一お子さんが怪我や事故に遭ってしまっ

たときなど、センターへ事前連絡がないものについては保険適用となりません。毎月決まった援助を

継続する場合も、センター直通電話又は電子申請で連絡を入れていただくようお願いします。 

（月に 1回まとめての連絡でも、その都度の連絡でも構いません。） 

追加援助や内容変更がある場合は必ずセンターへご連絡をお願いいたします。 

報酬の受渡しは、お子さんの面前で現金をお渡しするのではなく、封筒に入れてお渡しするなど、ご配

慮いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

再受講について 

会員数 ２,０７５名          （令和７年１０月３日現在） 

利用会員 １,９４４名／協力会員３９２名／両方会員８９名 

報告会について 

令和７年１０月１0日発行 

  会報誌 VOL.73 

場所：新座市役所 

利用会員の方へ 

ぽっかぽか 

 協力会員・両方会員の皆様へ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４日間にわたる講習会が無事に終了しました。参加者の皆様はどの講習も真剣に学んでいました。 

今後、協力会員として活動していただけることを心より期待しています。皆様からの感想をいくつか

ご紹介させていただきます。 

 

9月講習会の報告 

援助活動について 

フルタイム勤務の中で空いた時間に少しでも力になれればと思いましたが、具体的な活動内容を聞い

て不可能ではないかもしれないと希望を持つことができました。 

幼児安全法 

職場で AED の研修を動画で学びましたが、実際に講習会でやってみて、こんなに体力が消耗すると

思わなかったので大切なことを教えてもらいました。 

保育の心 

お預かりをするときに気を付けること、トラブルになりやすいことを具体的に知ることができました。

こどもへのアプローチの仕方やこどもの反応が意味することを知ることができて役に立ちました。 

こどもの健康と事故防止 

家庭内にもたくさんの危険な箇所があることに改めて気づきました。お預かりをするときは、 

家庭内を見直して改善しようと思いました。 

こどもの栄養と食生活 

食物アレルギーについて、醤油など加工が加えられている時はアレルゲンとして 

考えなくても良いということを知ることができて良かったです。 

産後育児サポート講習会の報告 

令和７年９月２５日（木）保健センターの保健師を講師としてお迎えし、７名の参加者の皆さんと一緒に講

習会を行いました。久しぶりの沐浴ということで、不安な気持ちもあったかもしれませんが、赤ちゃん人形

を目の前にすると笑顔がこぼれて、「懐かしい〜」「やってみると思い出すわ〜」と和やかな声が飛び交って

いました。皆さんのとても真剣な様子が印象的でした。 

こども誰でも通園制度 

こども誰でも通園制度とは、令和７年１０月から新たに

始まった制度です。一時預かりと異なり保護者の就労状況

の有無や理由に関わらず、２歳までの子どもを幼稚園や保

育園等に預けることができます。詳しくは市のホームペー

ジをご覧いただくか、保育課へお電話してください。 

     【保育課】 

        ０４８－４７７－６３４４ 

           

久しぶりに赤ちゃんに触れ

て、我が子の時を思い出し

ました。お手伝いさせてい

ただければと思います。 

実際に行うと背中を洗う

時に難しい所がありまし

た。貴重な体験でした。 

自分が子育てしていた

時に習ったこととあまり

変わっていなかったの

が少し意外でした。 

懐かしく、心穏やかな時間

を過ごさせてもらいまし

た。もっとたくさんの人に

知ってもらえるようにな

れば良いと思いました。 

 

アドバイザーの小坂は、一身上の都合により退職いたします。お世

話になった皆様に心より感謝申し上げます。 

 

新座市ファミリー・サポート・センター 

０４８－４２４－８２７７ 

新座市野火止１－１－１ 

新座市役所本庁舎２階 こども支援課 

 


